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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２５年１２月１９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（支柱） 

発生日時 平成２５年５月４日（土、祝日） １５時００分ごろ 

発生場所 東京都千代田区一ツ橋付近の日本橋川 

 首都高速５号池袋線支柱（５００１－１）付近 

（概位 北緯３５°４１.５′ 東経１３９°４５.５′） 

事故調査の経過 平成２５年５月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーモーターボート ＳＮＩＦＦ
ス ニ フ

 ＣＡＢＩＮ
キ ャ ビ ン

、５トン未満 

 ２３０－４１０４３東京、個人所有 

 ６.１１ｍ（Lr）×２.４７ｍ×１.４３ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関（船内外機）、１１４.００kＷ、平成１２年１月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５０歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 免許登録日 平成１６年７月２２日  

  免許証交付日 平成２１年６月２４日 

（平成２６年７月２１日まで有効） 

 死傷者等 重傷 ３人（船長、同乗者Ａ、同乗者Ｂ）、軽傷 １人（同乗者Ｃ） 

 損傷 船首の圧壊、右舷船尾に擦過傷 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者Ａ、同乗者Ｂ及び同乗者Ｃ

を乗せ、隅田川を北進した。 

船長は、操縦席に腰を掛けた姿勢で操縦を行い、本船は、隅田川か

ら日本橋川に入り、川幅が約３０ｍであり、川の中に高速道路の支柱

が立っている水域を約１７ノットの速力で北西進した。 

船長は、同乗者Ａと話をしながら操船を行い、並んで立っている２

本の支柱の間を通過中、船首方にある川のほぼ中央に立っている支柱

の左側を通過しようとして舵を左に取ったところ、平成２５年５月４

日１５時００分ごろ右舷船尾が右舷方の支柱（５００１－１）に衝突

した。 

 船長は、衝撃により、顔面を操縦ハンドルで強打し、操縦席から投

げ出された。 

本船は、操縦者がいない状態で航走し、船長が操縦席に戻ってリモ
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コンレバーを中立に戻そうとしたものの、船首が前方の支柱（５００

７－１）に衝突した。 

 本船は、本事故発生場所周辺の川面が低くて船長等の救助が難しい

ため、付近を通り掛かった船舶により、救助可能な場所までえい
．．

航さ

れ、救急車がそこから乗船者全員を病院に搬送し、船長が右膝蓋骨骨

折及び胸部打撲と、同乗者Ａが肋骨骨折と、同乗者Ｂが右大腿
たい

骨及び

左親指骨折と、同乗者Ｃが大腿部後面切傷とそれぞれ診断された。 

 本船は、マリーナの救助艇により、出港地のマリーナまでえい
．．

航さ

れた。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 ３ 

水象：川面 平穏 

 その他の事項 

 

 船長は、日頃は狭い水域を通過する際、キック現象を意識して操船

を行っていたが、本事故当時は、同乗者Ａと話をしながら、操船して

いたため、右舷方の支柱の存在を見逃していた。 

同乗者Ａは、本事故時、操縦席の左隣に座って船長と話をしてお

り、最初の衝突の衝撃で船長と同時に座席から投げ出された。 

同乗者Ｂ及び同乗者Ｃは、操縦席後方の座席に腰を掛けており、そ

の席からは前方が見えなかった。 

船長は、本事故水域を約３０回航行した経験があり、自身で周遊コ

ースの航海計画を策定していた。 

本船は、本事故後に解撤処分された。 

乗船者は、全員が救命胴衣を着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、千代田区一ツ橋付近の日本橋川を北西進中、船長が、同乗

者Ａとの会話に気を取られ、通過中の右舷方の支柱を失念したことか

ら、船首方の支柱の左側を航行しようとして舵を左に取ったところ、

右舷船尾が右舷方の支柱に衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、千代田区一ツ橋付近の日本橋川を北西進中、船

長が、同乗者Ａとの会話に気を取られ、通過中の右舷方の支柱を失念

したため、船首方の支柱の左側を航行しようとして舵を左に取ったと

ころ、右舷船尾が右舷方の支柱に衝突したことにより発生したものと

考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、見張りを適切に行うこと。 

 ・狭い河川等を航行するときは、減速して航行すること。 

 


